
第２次鳥栖市男女共同参画行動計画（後期計画）（案）　修正箇所について

修正箇所
男女共同参画行政推進会議及び男女共同参画

懇話会からの意見を反映した計画（案）
パブリック・コメント公表資料 最終案 修正理由

11ページ
〔施策の方向性〕

①誰もが参加しやすい広報・啓発に努めます。

②セミナーやフォーラム等を開催し、参加者に啓

発を行います。

③男女共同参画に関する情報を収集し、提供しま

す。

①誰もが参加しやすくなるように、広報・啓発に努

めます。

②セミナーやフォーラム等を開催し、参加者に啓

発を行います。

③男女共同参画に関する情報を収集し、提供しま

す。

同左 ・表現に誤りがあったため、修正した。

6ページ
１行目～

・鳥栖市は、１５歳未満の子どもの人口は増加傾

　向にある。

・Ｐ６の「計画の重点課題　（８）女性の活躍推進」

　において、“高齢化社会が進行し”という表現を

　使用しており、「少子高齢化」の文言を「高齢化

　社会」へ表現を統一した。

・女性活躍推進法は、女性の活躍に特化したもの

　であり、この計画においても、Ｐ８の体系図（基本

　目標４）に記載しているように、女性に特化した

　表現を使用している。

・Ｐ５の「３　新たな課題」１２行目からの内容につ

　いて、女性活躍推進法に関する記述であるが、

　女性に特化した表現ではなかったため、文章を

　修正した。

5ページ
12行目～

同左

同左

　今回の計画策定に当たっては、男女共同参画に

関する啓発・理解促進の取組は継続的に進めて

いくとともに、平成２７年に「女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する法律」（女性活躍推進

法）が制定されたことを踏まえ、男女平等な立場で

仕事と家庭を両立させ、女性が十分に能力を発揮

し活躍できるような環境整備に向けた取組を進め

ていくことが求められています。

（３）女性や高齢者の社会参画による地域の活性

化

●高齢化社会の進行や生活形態が多様化する中

で、女性や高齢者の能力を発揮する機会を創出す

ることが、今後の社会の活性化につながります。

　今回の計画策定に当たっては、男女共同参画に

関する啓発・理解促進の取組は継続的に進めて

いくとともに、平成２７年に「女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する法律」（女性活躍推進

法）が制定されたことを踏まえ、男女平等な立場で

仕事と家庭を両立させ、男性と女性がともに能力

を活かしていくことのできる環境整備に向けた取組

を進めていくことが求められています。

（３）女性や高齢者の社会参画による地域の活性

化

●少子高齢化の進行や生活形態が多様化する中

で、女性や高齢者の能力を発揮する機会を創出す

ることが、今後の社会の活性化につながります。

資料２
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修正箇所
男女共同参画行政推進会議及び男女共同参画

懇話会からの意見を反映した計画（案）
パブリック・コメント公表資料 最終案 修正理由

15ページ
【現状と課題】

・鳥栖市における審議会・委員会等の女性の参画
率は、平成２８年度末で
３１．８２％です。
・市では平成１５年度から女性人材リスト登録を開
始し、これまで審議会や委員会等における女性の
人材活用を行ってきましたが、同リストの登録者数
や活用は伸びていないのが現状です。
・男女の委員等は、同じ人が兼務している場合が
あります。
・審議会等への推薦団体内に女性が少ない状況
です。

・鳥栖市における審議会等への女性の参画率は、

平成２８年度末で３１．８２％です。

・市では平成１５年度から女性人材リスト登録を開

始し、これまで審議会等における女性の人材活用

を行ってきましたが、同リストの登録者数や活用は

伸びていないのが現状です。

・男女の委員等は、同じ人が兼務している場合が

あります。

・審議会等への委員推薦を依頼する構成団体内

に女性が少ない状況です。

・鳥栖市における審議会等への女性の参画率は、

平成２８年度末で３１．８２％です。

・市では平成１５年度から女性人材リスト登録を開

始し、これまで審議会等における女性の人材活用

を行ってきましたが、同リストの登録者数や活用は

伸びていないのが現状です。

・審議会等の委員は、同じ人が兼務している場合

があります。

・審議会等への委員推薦を依頼する構成団体内

に女性が少ない状況です。

・Ｐ15、Ｐ16、Ｐ40において、「審議会・委員会等」、

　「審議会や委員会等」、「各種審議会や委員会

　等」など、表現が混在していたため、「審議会等」

　へ表現を統一した。

・「男女の委員等は」という表現が誤っていたた

　め、修正した。

・「推薦団体内に」という表現について、具体的に

　分かりやすく説明するために修正した。

15ページ
〔施策の方向性〕

①市における各種審議会や委員会等の委員改選

の際には事前協議を行い、女性の参画を促進しま

す。

①市における審議会等の委員改選の際には事前

協議を行い、女性の参画を促進します。 同左

・Ｐ15、Ｐ16、Ｐ40において、「審議会・委員会等」、
　「審議会や委員会等」、「各種審議会や委員会
　等」など、表現が混在していたため、「審議会等」
　へ表現を統一した。

16ページ
具体的施策14
施策の内容

審議会等委員への女性の登用率を高めるため

に、積極的に女性の登用促進を図ります。

●審議会等委員への女性参画推進

●市の審議会等への女性参画促進のための指針

等の周知

●市の審議会等の委員の改選期等における女性

登用についての事前協議

●市の審議会等の委員への女性の登用状況調査

及び公表

市の審議会等への女性の参画促進に努めます。

●審議会等への女性参画推進

●審議会等への女性参画促進のための指針等の

周知

●審議会等の委員の改選期等における女性参画

についての事前協議

●審議会等への女性参画状況調査及び公表

同左

・「参画」ではなく「登用」と言う表現を誤って使用し

　ていたため、表現を修正した。

・「審議会等委員」、「市の審議会等」という表現が

　混在していたため、「審議会等」に表現を統一し

　た。

25ページ
【現状と課題】
５行目～

・男女が共に、仕事と生活の両立を図ることができ

るような支援体制の充実が必要です。

・男女がともに、仕事と生活の両立を図ることがで

きるような支援体制の充実が必要です。
同左

・「ともに」の表記について、公用文においては、原

　則、平仮名表記となっているため修正した。

2



修正箇所
男女共同参画行政推進会議及び男女共同参画

懇話会からの意見を反映した計画（案）
パブリック・コメント公表資料 最終案 修正理由

29ページ

■計画の性格

この計画は、ＤＶ防止法第２条の３第３項に基づく

本市の基本的な計画であり、「第２次鳥栖市男女

共同参画行動計画」と一体的に策定します。

■計画の性格
この計画は、ＤＶ防止法第２条の３第３項に基づく
本市の基本的な計画であり、「第２次鳥栖市男女
共同参画行動計画（後期計画）」と一体的に策定し
ます。

同左
・「（後期計画）」の文言が抜けていたため追加し

　た。

29ページ

■計画の期間

この計画の期間は、「第２次鳥栖市男女共同参画

行動計画」と同様に、平成３０年度から平成３４年

度までの５年間とします。

■計画の期間

この計画の期間は、「第２次鳥栖市男女共同参画

行動計画（後期計画）」と同様に、平成３０年度から

平成３４年度までの５年間とします。

同左
・「（後期計画）」の文言が抜けていたため追加し

　た。

40ページ
基本目標２

数値目標２段目
市の審議会・委員会等の女性委員の割合 同左 市の審議会等の女性委員の割合

・Ｐ15、Ｐ16、Ｐ40において、「審議会・委員会等」、

　「審議会や委員会等」、「各種審議会や委員会

　等」など、表現が混在していたため、「審議会等」

　へ表現を統一した。
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